
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令の概要 
 

１ 改正理由  

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正す

る法律（令和２年法律第 30 号）の施行（第１条関係）に伴い、電気通信事業

法施行規則（昭和 60年郵政省令第 25号）の一部を改正する。 

 

２ 改正内容  

 改正の施行に伴い、電気通信事業法施行規則の項ズレを措置する。 

 

３ 施行期日  

公布の日 


